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（２）アウトソーシングの対象となる保健指導業務 

 保健指導業務の範囲を健診後の保健指導、すなわち「情報提供」「動機づけ

支援」「積極的支援」に限定して考えると、アウトソーシングができる業務は、

それぞれの保健指導の一部の業務を事業者へ委託すること（部分委託）や、保

健指導業務をそれぞれ又はすべてを一括して委託すること（全面委託）が考え

られる。また、どのような範囲の業務委託であっても、健診・保健指導の事業

の企画及び評価については医療保険者自らが行うものである。 

なお、純然たる保健指導業務以外の健診受診者のデータ処理、保健指導対

象者の選定、保健指導結果の処理などについては、ここでは触れないことと

する。 

 

１）全面委託、部分委託のメリット、デメリット 

 保健指導業務の委託の考え方として、全面委託をする場合は、事業者の裁

量が増え様々な工夫や効率化が図られることになるが、一方で、保健指導業

務の評価には年数がかかることから、成果の出る保健指導が行われているか

の判断が遅れるというリスクを医療保険者は抱えることになる。また、医療

保険者に所属する保健師・管理栄養士等の保健指導技術の低下が危惧され、

事業の企画及び評価の実施に問題がでる可能性もある。 

他方、部分委託の場合は、委託された業務の効率化はあまり望めないが、

医療保険者に業務の実施が残ることから、ここに所属する保健師・管理栄養

士等の技術の向上や生活習慣病対策への熱意を維持することが期待できる。

また、医療保険者の保健師、管理栄養士等が直接、対象者の保健指導を行う

ことで、対象者の問題や課題を早期に把握でき、改善に向けた事業の企画が

可能になる。 

 

２）「情報提供」のアウトソーシング 

 「情報提供」については、健診結果と質問票の内容に基づき、対象者全員

に個別に行うことから、委託をする場合は、健診機関から直接データをもら

い、結果表を作成し対象者に提供するという業務となる。全面委託は、これ

ら一連の業務を事業者が行うことになり、医療保険者は情報提供を行ったと

いう結果が事業者から連絡される。 

一方、部分委託の例としては、健診結果と質問票の内容について結果表作

成までを委託し、対象者に提供する役割は医療保険者自身が行う方法である。

健診結果を渡す時を保健指導の重要な機会と捉え、健診結果と生活習慣に関

する情報を保健師・管理栄養士等が直接説明をする方式をとる場合は、この

ような部分委託となる。 

 

 


